
踏
ま
え
た
も
の
と
な
る
よ
う
留
意
す
る
と
と
も
に
、
本
法
の
目
的
で
あ
る
部
落
差
別
の
解
消
の
推
進
に
よ
る
部
落
差
別
の
な
い

　
政
府
は
、
本
法
に
基
づ
く
部
落
差
別
の
解
消
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
、
世
代
間
の
理
解
の
差
や
地
域
社
会
の
実
情
を
広
く

　
　
　
部
落
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
適
正
か
つ
丁
寧
な
運
用
に
努
め
る
こ
と
。


